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消化器外科領域ロボット支援内視鏡手術新機種導入時の学会認定術者に関する指針 
 

消化器外科領域において複数の機種でロボット支援内視鏡手術が広く保険適用されるよう
になった。新機種のロボット支援内視鏡手術を安全に導入・普及させるため、ロボット支援
内視鏡手術新機種導入時の学会認定術者に関する指針をここに提言する。ただし、肝胆膵領
域については日本肝胆膵外科学会の定めを優先する。 
 
１． 新機種導入時の学会認定暫定術者（first surgeons）について 

基本的に日本内視鏡外科学会が当該新機種開発企業と調整の上、一定数のロボット支
援内視鏡手術新機種学会認定暫定術者（first surgeons）を認定する。新機種学会認定暫
定術者は、所属施設⻑の責任下、「高難度新規医療技術の導入における基本的な考え方」
に準じた適切な対応のもと、下記の条件で新機種の当該領域手術を実施することがで
きる。 
a) 当該領域のプロクターを少なくとも一つ有すること。 
b) 当該新機種を開発した企業が定めたトレーニングを終了して、術者 certification を

取得し、その操作に習熟していること。 
c) 当該新機種の既存の術者・プロクターが存在しない場合（本邦開発の手術支援ロボ

ットを用いた国内初期症例など） 
学会認定暫定術者は、独力で当該領域手術を実施することができる。 

d) 当該新機種の既存の術者・プロクターが存在する場合（海外開発の手術支援ロボッ
トを用いた国内初期症例など） 
国内外問わず既存術者・プロクターが存在する場合は、基本的に手術招聘および手
術見学を推奨する。ただし、手術招聘や手術見学が困難な場合は、その理由を要望
書（別添 1）に記載し、日本内視鏡外科学会に提出・承認されたことを条件に、独
力で当該領域手術を実施することができる。 

e) 所属する施設はロボット支援手術の経験があることが望ましい。 
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